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新型コロナウイルスワクチン接種後の発熱時の対応について 

 
 新型コロナウイルスワクチン接種後に発熱が認められた場合の対応については以下の通りとします。 
 

記 
 
 ○ 新型コロナワクチン接種当日あるいは翌日に 37.5 度以上の発熱が認められ、咽頭痛・咳嗽・呼吸

困難・味覚障害・嗅覚障害・下痢といった症状を伴わない場合には、「37.5度以上の発熱時は解熱
後 3 日を経過するまで自宅待機」というルールを適用しない。 

 
 ○ つまり、新型コロナワクチン接種後の副反応による発熱の場合は「解熱後 3 日を経過するまでの

自宅待機」は不要であり、大学としては学校保健安全法に基づく出席停止は命じない。 
 
 ○ 新型コロナウイルスワクチン接種後に発熱等の副反応が認められた場合、大学への登校・出勤に

ついては本人の判断によるものとするが、学事課（教務）へ事前に連絡し、自主的に登校を見合わ
せたときの授業については、不利のないように対応することとする。 

 
以上 

 
＜新型コロナウイルスワクチン接種後の発熱時の対応フローチャート＞ 

 
 
 
 

ワクチン接種当日～翌日までに発熱 

（37.5度以上） 

以下の症状は？ 

（咽頭痛・咳嗽・呼吸困難・味覚障

害・嗅覚障害・下痢など） 

ある 

解熱後 3 日を経過するまで自宅待機

（出席停止）かつ必要時受診 ※ PCR 検査・抗原検査などを行った場合は、
結果が確認されるまで自宅待機（出席停止） 

ない 体調等を踏まえ、本人判断で登校・

出勤可能 

必要時は登校・出勤を控える 

※ ワクチン接種後の副反応で自主的に登校を見合わ

せる場合は学事課（教務）へ事前に連絡 


